
 

第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会 

競技役員等養成基本計画 

 

第 82 回国民体育大会及び第 27 回全国障害者スポーツ大会の競技運営に当たる競

技役員等の養成については、「第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ

大会競技役員等編成基本方針」及び「第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者ス

ポーツ大会競技役員等養成基本方針」に基づき、「第 82 回国民体育大会・第 27 回

全国障害者スポーツ大会競技役員等養成基本計画」を作成し、計画的かつ円滑な事

業の推進を図る。 

 

１ 養成対象 

競技役員（審判員・運営員）、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員を養成

の対象とする。 

２ 業務分担 

(1) 競技役員（審判員・運営員）及び競技補助員については、競技団体がその養成を

行う。 

(2) 競技会係員及び競技会補助員については、県又は会場地市町村が関係団体と十

分協議し、その養成を行う。 

(3) 県は、競技団体及び会場地市町村と連携を図り、競技役員等の養成計画の推進

に努める。 

 

３ 養成方法 

(1) 競技役員（審判員・運営員）の養成方法については、次のとおりとする。  

ア 県内講師による県内講習会  

イ 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会  

ウ 中央及びブロックの競技団体主催の講習会への派遣  

エ 中央及びブロックの競技団体主催の大会への派遣  

(2) 競技補助員、競技会係員及び競技会補助員の養成方法については次のとおりとす

る。 

ア 県内講師による県内講習会  

イ 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会  

 

 

 

 

 



４ 養成実施年次計画 

競技団体及び会場地市町村は、下記基準を参考に具体的な養成計画を作成する。 

 

５ その他 

第 82 回国民体育大会冬季大会については、別途定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


